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(57)【要約】
【課題】歯間を掃除する場合、食べカスなどを効率よく
除去することができ、かつ歯間を掃除する場合、予期せ
ず歯茎を傷つけることなく安心して使用できるホルダ付
デンタルフロスを提供する。
【解決方法】本体の一端をデンタルフロス支持部とし、
該デンタルフロス支持部の同一側から延伸して、互いに
距離を置く２本の支持アームを形成し、該２本の支持ア
ームの自由端に近接した位置に２本以上のデンタルフロ
スを張設する。
【選択図】図２



(2) JP 3140533 U 2008.3.27

10

20

30

40

50

【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
本体と、
該本体の一端の同一側から延伸して形成され、かつそれぞれの間に所定の距離を置く２本
の支持アームと、
該２本の支持アームの自由端に近接した位置に張設される２本以上のデンタルフロスを含
むことを特徴とする、ホルダ付デンタルフロス。
【請求項２】
前記２本以上のデンタルフロスが所定のピッチを置いて張設されることを特徴とする、請
求項１に記載のホルダ付デンタルフロス。
【請求項３】
前記本体の他端が延伸して、グリップ部が形成されることを特徴とする、請求項１に記載
のホルダ付デンタルフロス。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本考案は、歯間掃除用のデンタルフロスに係り、特にホルダ付のデンタルフロスの改良構
造に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来のホルダ付デンタルフロスは、ホルダ本体にデンタルフロスを１本設けてなり、使用
する場合は歯間の両側面の間を上下に往復移動させて、歯間に溜まった歯垢を擦って落と
す。
【０００３】
図１に従来のホルダ付デンタルフロスを開示する。図面によれば、ホルダ付デンタルフロ
ス１は、グリップ部１４と、デンタルフロス支持部１１と、デンタルフロス支持部１１の
一端の同一の側から延伸して形成される２本の平行支持アーム１２、１３とによってホル
ダ本体を構成し、かつ平行支持アーム１２、１３の自由端にそれぞれ凹溝２１、２２を形
成してデンタルフロス２を設ける。
【０００４】
但し、従来のホルダ付デンタルフロスは、ホルダ本体にデンタルフロスが１本しか設けら
れていない。よって、単一のデンタルフロスが同一の時間点において歯の表面に接触する
のは、実際には１本の線としての接触だけである。このため好ましい歯の掃除の効果が得
られない。このため、従来のホルダ付デンタルフロスを使用する場合は、何度も反復して
ホルダ付デンタルフロスを移動させ、かつ歯間の掃除の時間を延長させて上述する欠点を
補わなければならない。
【０００５】
また、従来のホルダ付デンタルフロスは、デンタルフロスが１本しか設けられていないた
め、使用後に掃除した食べカスをデンタルフロスに付着させることができない。このため
食べかすなどを歯間から出すことができず、掃除の効果が限られたものになる。
【０００６】
また、デンタルフロス自体は木綿糸、もしくは人造繊維によってなる。このためホルダ付
デンタルフロスのホルダ本体の平行支持アームに張設した場合、デンタルフロス自体にテ
ンションがかかり、弾性に欠けた状態を呈する。この状態で歯間を上下に複数回反復して
移動させて、効率よく歯間の歯垢を除去しようとする。この場合、デンタルフロスは、使
用時の摩擦を受ける頻度が高すぎると切断する場合がある。デンタルフロスが切断した場
合、歯間の食べかすなどが歯間に残留するのみならず、反復させるため反作用の力の影響
を受けてホルダ就くデンタルフロスの平行支持アームが直接歯茎に当たり衝撃を与える。
このため、歯茎の傷害を招く。
【考案の開示】
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【考案が解決しようとする課題】
【０００７】
本考案は、歯間を掃除する場合、食べカスなどを効率よく除去できるホルダ付デンタルフ
ロスを提供することを課題とする。
【０００８】
また、本考案は、デンタルフロスが切断しても、使用者が操作した力を吸収して使用者の
歯茎に傷害を与えることのないホルダ付デンタルフロスを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
そこで、本考案者は従来の技術にみられる欠点に鑑み鋭意研究を重ねた結果、本体の一端
をデンタルフロス支持部とし、該デンタルフロス支持部の同一側から延伸して、互いに距
離を置く２本の支持アームを形成し、該２本の支持アームの自由端に近接した位置に２本
以上のデンタルフロスを張設してなるホルダ付デンタルフロスの構造によって課題を解決
できる点に着眼し、係る知見に基づいて本考案を完成させた。
【００１０】
具体的に、請求項１に記載するホルダ付デンタルフロスは、本体と、該本体の一端の同一
側から延伸して形成され、かつそれぞれの間に所定の距離を置く２本の支持アームと、該
２本の支持アームの自由端に近接した位置に張設される２本以上のデンタルフロスを含む
。
【００１１】
請求項２に記載するホルダ付デンタルフロスは、請求項１における２本以上のデンタルフ
ロスが所定のピッチを置いて張設される。
【００１２】
請求項３に記載するホルダ付デンタルフロスは、請求項１における本体の他端が延伸して
、グリップ部が形成される。
【考案の効果】
【００１３】
本考案によるホルダ付デンタルフロスは、歯間を掃除する場合、食べかすなどを効率よく
除去することができ、口腔の清潔を保つための好ましい効果が得られるという利点を有す
る。
【００１４】
また、従来の技術に見られるようにデンタルフロスが切断した場合、ホルダ付デンタルフ
ロスを操作する力が吸収される。このため、歯間を掃除する場合、予期せず歯茎を傷つけ
ることなく安心して使用できるという利点を有する。
【考案を実施するための最良の形態】
【００１５】
本考案は歯間の掃除を効率よく行うことのできるホルダ付デンタルフロスを提供するもの
であって、本体の一端をデンタルフロス支持部とし、該デンタルフロス支持部の同一側か
ら延伸して、互いに距離を置く２本の支持アームを形成し、該２本の支持アームの自由端
に近接した位置に２本以上のデンタルフロスを張設してなる。係るホルダ付デンタルフロ
スの構造と特徴を詳述するために、具体的な実施例を挙げ、図面を参照にして以下に説明
する。
【実施例１】
【００１６】
図２に、第１の実施例によるホルダ付デンタルフロスの側面図を開示する。図３は、図に
開示する３－３線に沿った断面図である。
【００１７】
図面によれば、実施例におけるホルダ付デンタルフロス１は、一端のグリップ部１４と、
他端のデンタルフロス支持１１とによってホルダ本体を構成し、デンタルフロス支持部１
１は同一側からそれぞれ延伸して形成される第１支持アーム１２と第２支持アーム１３と
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を具える。該両アームの間は一定のピッチを設ける。グリップ部１４はホルダ付デンタル
フロス１を把持ために供し。デンタルフロス支持部１１には２本のデンタルフロス２ａ、
２ｂを設ける。
【００１８】
第１支持アーム１２と第２支持アーム１３の自由端に近接した位置には、ホルダ本体の軸
方向に沿って第１支持アーム１２を貫通する第１取付け孔１２ａ、１２ｂと、ホルダ本体
の軸方向に沿って第２支持アーム１３を貫通する第２取付け孔１３ａ、１３ｂとを、左右
それぞれの孔部の位置が対称になるように穿設し、第１デンタルフロス２ａを第１取付け
孔１２ａ、第２取付け孔１３ｂにそれぞれ貫通させて固定し、第２デンタルフロス２ｂを
第１取り付け孔１２ｂ、第２取付け孔１３ｂにそれぞれ貫通させて固定する。
【００１９】
第１デンタルフロス２ａ、第２デンタルフロス２ｂは、上述するように第１支持アーム１
２と第２支持アームの間に、ホルダ本体の軸方向に沿って平行して張設する。第１デンタ
ルフロス２ａ、第２デンタルフロス２ｂとの間には所定のピッチを設け、かつ第２デンタ
ルフロス２ｂとデンタルフロス支持部１１との間には空間部１５を形成する。
【実施例２】
【００２０】
図４に、第２の実施例によるホルダ付デンタルフロスを開示する。図面によれば、
第２の実施例は、上述する第１の実施例と略同様に構成する。よって、上述の説明と対応
させるために、同一の部材については同一の符号を付して表示する。
【００２１】
第２の実施例は、第１取付け孔１２ｂの上方に、さらに第１取付け孔１２ｃを穿設し、第
２取付け孔１３ｂの上方に、さらに第２取付け孔１３ｃを穿設し、上述する第１デンタル
フロス２ａ、第２デンタルフロス２ｂ以外に、さらに第３デンタルフロス２ｃを設けた点
において、第１の実施例と異なる。
【００２２】
第１デンタルフロス２ａ、第２デンタルフロス２ｂ、第３デンタルフロス２ｃは、
それぞれ所定のピッチを設け、かつ平行して張設する。
【実施例３】
【００２３】
図５に、第３の実施例によるホルダ付デンタルフロスを開示する。図面によれば、
第３の実施例は、上述する第１の実施例と略同様に構成する。よって、上述の説明と対応
させるために、同一の部材については同一の符号を付して表示する。
【００２４】
第３の実施例は、第１取付け孔１２ｃの上方に、さらに第１取付け孔１２ｄを穿設し、第
２取付け孔１３ｃの上方に、さらに第２取付け孔１３ｄを穿設し、上述する第１デンタル
フロス２ａ、第２デンタルフロス２ｂ、第３デンタルフロス２ｃ以外に、さらに第４デン
タルフロス２ｄを設けた点において、第１の実施例と異なる。
【００２５】
第１デンタルフロス２ａ、第２デンタルフロス２ｂ、第３デンタルフロス２ｃ、第４デン
タルフロス２ｄは、それぞれ所定のピッチを設け、かつ平行して張設する。
【００２６】
図６は、この考案によるホルダ付デンタルフロスの使用態様を示した説明図である。図面
によれば、グリップ部１４を把持してデンタルフロス支持部１１を歯間の位置に置くと、
歯間の両側面の同一位置をデンタルフロス２ａ、２ｂ、２ｃが通過する。使用者がホルダ
付デンタルフロスを上下の方向に反復して移動させると、歯間の食べかす、歯垢などはホ
ルダ付デンタルフロスの上下の移動に伴い、デンタルフロス２ａ、２ｂ、２ｃによって継
続的に擦られ除去される。除去されたこれら食べかす、歯垢などはホルダ付デンタルフロ
スによる摩擦でデンタルフロス２ａ、２ｂ、２ｃの間に付着する。よって、歯間から除去
された食べカス、歯垢などはそれぞれのデンタルフロス２ａ、２ｂ、２ｃの間に付着して



(5) JP 3140533 U 2008.3.27

10

20

30

40

50

、歯間から効率よく取り出され、口腔の衛生を保つという目的が達成される。
【００２７】
この考案によるホルダ付デンタルフロスはデンタルフロス支持部に複数のデンタルフロス
を設ける。よって、デンタルフロス支持部を歯間に当て、デンタルフロスを歯間に入れて
歯間の掃除を行う場合、複数のデンタルフロスが前後して同一箇所を通過して、食べかす
、歯垢などが密集して擦り落とされる。このため、従来のホルダ付デンタルフロスに比し
て好ましい掃除の効果が得られる。
【００２８】
また、複数のデンタルフロスが前後して歯間の同一位置を通過するため、デンタルフロス
によって落とされた食べカス、歯垢などは複数のデンタルフロスにしたがって移動し、上
下のデンタルフロスの間に付着する。デンタルフロスが歯間を離れる場合、食べかす、歯
垢などはデンタルフロスに付着して効率よく取り出される。よって、従来のホルダ付デン
タルフロスに比して、同一時間で効率よく歯間の掃除を行うことができる。
【００２９】
また、この考案は複数のデンタルフロスを具えるため、第１デンタルフロスが切断しても
、第２デンタルフロスが、ホルダ付デンタルフロスを操作する力を吸収する。このためデ
ンタルフロス支持部が反作用で直接歯茎に当たり、衝撃を与えて歯茎の傷害を招くことが
ない。 
【００３０】
以上はこの考案の好ましい実施の形態であって、この考案の実施の範囲を限定するもので
はない。よって、当業者のなし得る修正、もしくは訂正であって、この考案の精神の下に
おいてなされ、かつこの考案に対して均等の効果を有するものについては、いずれもこの
考案の実用新案登録請求の範囲に属するものとする。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】従来のホルダ付デンタルフロスの側面図
【図２】本考案によるホルダ付デンタルフロスの側面図（実施例１）
【図３】図２に開示する３－３線に沿った断面図
【図４】本考案によるホルダ付デンタルフロスの側面図（実施例２）
【図５】本考案によるホルダ付デンタルフロスの側面図（実施例３）
【図６】本考案によるホルダ付デンタルフロスの使用態様を示した説明図
【符号の説明】
【００３２】
１　　　　ホルダ付デンタルフロス
１１　　　デンタルフロス支持部
１２　　　平行支持アーム
１３　　　平行支持アーム 
１２ａ　　第１取付け孔
１２ｂ　　第１取付け孔
１２ｃ　　第１取付け孔
１２ｄ　　第１取付け孔
１３ａ　　第２取付け孔
１３ｂ　　第２取付け孔
１３ｃ　　第２取付け孔
１３ｄ　　第２取付け孔   
１４　　　グリップ部
１５　　　空間部
２　　　　デンタルフロス
２１　　　凹溝
２２　　　凹溝
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２ａ　　　第１デンタルフロス
２ｂ　　　第２デンタルフロス
２ｃ　　　第３デンタルフロス
２ｄ　　　第４デンタルフロス

【図１】
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【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図６】
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